
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
三
十
一
号 

 
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号
（
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び

期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

第
十
五
条
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 

第
十
四
条
第
一
号
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
中
「
二
万
二
千
円
」
を

「
二
万
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中
「
一
万
七
千
百
円
」
を
「
一
万
七
千
七
百
円
」
に
改

め
、
同
号
イ
⑶
中
「
一
万
七
千
八
百
円
」
を
「
一
万
八
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑷
中
「
一

万
七
千
百
円
」
を
「
一
万
八
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑸
中
「
一
万
四
千
五
百
円
」
を
「
一
万

五
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑹
中
「
診
療
放
射
線
技
師
及
び
臨
床
検
査
技
師
」
を
「
栄
養
士
、

管
理
栄
養
士
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
臨
床
工
学

技
士
及
び
言
語
聴
覚
士
」
に
、
「
一
万
五
千
八
百
円
」
を
「
一
万
六
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑺
中
「
臨
床
工
学
技
士
及
び
歯
科
衛
生
士
」
を
「
歯
科
衛
生
士
及
び
歯
科
技
工
士
」
に
、
「
一

万
五
千
百
円
」
を
「
一
万
六
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑻
中
「
一
万
五
千
八
百
円
」
を
「
一
万

六
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑿
中
「
三
万
四
百
円
」
を
「
三
万
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑿
を
同
号
イ
⒀
と
し
、
同
号
イ
⑾
中
「
二
万
九
千
八
百
円
」
を
「
三
万
千
六
百
円
」
に
改
め
、

同
号
イ
⑾
を
同
号
イ
⑿
と
し
、
同
号
イ
⑽
中
「
二
万
八
千
七
百
円
」
を
「
三
万
円
」
に
改
め
、
同

号
イ
⑽
を
同
号
イ
⑾
と
し
、
同
号
イ
⑼
中
「
土
木
技
術
者
」
を
「
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、

介
護
支
援
専
門
員
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
公
認
心
理
師
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
又
は
障
害
者

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
五
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
計
画
相
談
支
援
に
従
事
す
る
者
と
し
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
者
、
土
木
技
術
者
」
に
、
「
一
万
五
千
四
百
円
」
を
「
一
万
六
千
百
円
」
に
改

め
、
同
号
イ
⑼
を
同
号
イ
⑽
と
し
、
同
号
イ
⑻
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

⑼ 

保
育
士 

 
 

 
 

 

一
万
五
千
円
以
内 

第
十
四
条
第
一
号
ロ
及
び
ハ
中
「
⑿
」
を
「
⒀
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
条
第
五
号 

か
ら
第
十
号
」
を
「
第
四
条
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

法
第
八
条
第
四
項
の
実
費
弁
償
は
、
救
助
の
種
類
ご
と
に
、
第
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

caf982681bc3c1f12c0c4bf5f55dc4a0



第
十
三
条
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

第
十
二
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
十
一
号
」
に
、
「
第
十
二
条
」

を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

第
十
一
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
十
一
号
」
に
、
「
第
十
一
条
」

を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

第
十
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
十
号
」
に
、
「
第
十
条
」
を
「
第

十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

第
九
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
九
号
」
に
、
「
第
九
条
」
を
「
第

十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

第
八
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
八
号
」
に
、
「
第
八
条
」
を
「
第

九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

第
七
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
七
号
」
に
、
「
第
七
条
」
を
「
第

八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
） 

第
七
条 

法
第
四
条
第
一
項
第
六
号
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
内
閣
府
告
示
第
七
条
に
規
定

す
る
基
準
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。 
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